
非正規労働者の権利実現全国会議（代表・脇田滋）

研究会責任者・中村和雄（市民共同法律事務所）

金融業界の賃金体系から、
「同一労働同一賃金」を考える

２０１７年７月３日（月）
１８：３０～２０：３０

エルおおさか南館７１号室

参加無料！
参加申込を
お願いします

→

＜連絡先＞
堺市堺区一条通20番5号
銀泉堺東ビル6階
堺総合法律事務所 村田浩治
電話 072-221-0016
FAX 072-232-7036

＜参加申込＞

お名前 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿

連絡先 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＜fax 072-232-7036 まで＞

「正規と非正規では賃金体系がまったく違うから・・・」
といった声はよく聞かれます。

多くの日本企業では、職務に応じた賃金体系（職務給）ではな
く、年功とか能力によって賃金が決められています（職能給）。

そのなかで、「同一労働同一賃金」をどうやって実現していけ
ばよいのでしょうか。

今回は金融業界の事情に詳しい浦野弘さん（金融労連）をお招
きして、金融業界の賃金体系や正規・非正規の待遇格差の実状
をご報告いただき、「同一労働同一賃金」の実現に向けた課題
などについて議論したいと思います。


